
平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

別添 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高浜市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委託先及び 

委 託 内 容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年度に養成した市民後見人１４名が、市民後見人として活動でき

るよう（仮称）成年後見センター設置に向け、検討を行う。 

 市民後見人のあり方について検討会を専門職を含めて実施し、来年度以

降、（仮称）成年後見センターを設置することにより、市民後見人の活動に

対する相談や助言が受けられる体制を整える。 

 

 

（１）（仮称）成年後見センター検討会 

     委員：学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協

議会職員 

 

 

 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

 

 

 

・９月補正にて予算化。 

・市民後見人のあり方について検討したうえで、市民後見人の組織作りを構

築していく。 

・平成２５年３月２９日 （仮称）成年後見センター検討会開催 

 

 

 

備      考 

 

 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高浜市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年度に養成した市民後見人１４名が、市民後見人として活動でき

るよう（仮称）後見支援センター設置に向け、検討を行う。 

 その準備として、養成研修修了者等に対して専門研修を行う（年１０回）。 

 その中でより多くの市民の方に市民後見人の活動について、ご理解いただ

く場として、一般市民向け趣旨啓発等講演会を開催する。 

 

 （１）研修期間：平成２５年１月１７日から平成２５年３月２１日 

     講演会：平成２５年３月２３日 

 

 （２）研修時間数：２０時間（午後６時から８時 １日２時間×１０回） 

      講演会：２時間（午後２時から４時 １日２時間×１回） 

 

 （３）講師：愛知県弁護士会西三河支部高齢者問題対策チーム所属弁護士 

       公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知県支

部所属司法書士 等  

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

・９月補正にて予算化する 

・平成２５年１月１７日 研修開始 

・平成２５年３月２１日 研修終了 

・平成２５年３月２３日 講演会開催 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


